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身体拘束廃止に関する指針 
 

１、身体拘束廃止に関する理念  
  身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。 

当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身

体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束を行わない介護を実践するこ

ととする。  

   

（１）介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定  

  サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止する。  

   

（２）緊急やむを得ない場合の例外三原則  

  利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない介護の提供をするこ

とが原則である。しかしながら、以下の３つの要件すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身

体拘束を行うことがある。  

   

  ① 切迫性：利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく 

高いこと。  

  ② 非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。  

  ③ 一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。  

     

２、身体拘束廃止に向けての基本指針  
   

（１）身体拘束の原則禁止  

  当施設においては原則として利用者に対する身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。  

   

（２）緊急やむを得ず身体拘束を行う場合  

  本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

は、身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしない

リスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の３つすべての要件を満たした場合のみ、本人・

家族への説明と同意を得るものとする。  

  また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除する

ように努める。  

 

 

（３）日常の介護における留意事項 

  身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。 

 

  ① 利用者主体の行動・尊厳ある生活になるよう援助する。 

  ② 言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げない。 

  ③ 利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し他職種協働で個々に応じた 

丁寧な対応に努める。 

  ④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由（身体的・精神的）を安易に妨げない。 

    やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会おいて検討する。 

  ⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか常に振り返りながら、利用者に主体的な生

活をして頂けるよう援助する。 
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３、身体拘束廃止に関する体制 
 

（１）身体拘束廃止委員会の設置 

  ① 設置目的 

   身体拘束廃止委員会を設置し、身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善、身体拘束を実施せざるを

得ない場合の手続き、身体拘束を実施した場合の解除の方法等を検討するとともに、身体拘束廃止

に関する取り組み等を全職員へ指導する。 

  ② 身体拘束廃止委員会の構成 

• 看護職員 

• 介護職員 

  ③ 身体拘束廃止委員会の開催 

• 定期な開催  

• 年２回の職員研修  

 

４、やむを得ず身体拘束を行う場合の対応 
  本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う 

場合は、別紙身体拘束開始までのフローチャートの手順に従って実施する。 

（手順抜粋） 

 ①初回カンファレンスの実施、身体拘束廃止委員会での検討、管理者会議等での検討 

 ②利用者本人や家族に対しての説明 

 ③記録と再検討、継続カンファレンスの実施 

 ④拘束の解除 

 

 

※法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子、心身の状況、や

むを得なかった理由などを記録する。 

身体拘束の早期解除に向けて拘束の必要性や方法を逐次検討する。 

その記録は２年間保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際には提示できるようにする。 

 

５、ご入居者等による本指針の閲覧 
  本指針は、本施設で使用する「委員会指針・規定等」に綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、 入

居者やご家族が閲覧できるように施設への掲示や施設ホームページへ掲載します。 

 

 

本指針等は、身体拘束廃止委員会で定期的に見直し、必要に応じて改訂するものとする。 

【 改正・修正履歴 】 

作成日：平成27年4月1日 

改定日：平成30年4月1日  

改定日：令和６年1月5日  
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